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広島県情報公開・個人情報保護審査会　諮問（情）第６１号

第１　審査会の結論

　広島県知事（以下「実施機関」という。）が，本件異議申立ての対象となった行政

文書において，自動車登録番号及び車名を不開示とした決定は，妥当である。

第２　異議申立てに至る経過

　１　開示の請求

　異議申立人は，平成１５年８月２５日，広島県情報公開条例（平成１３年広島

県条例第５号。以下「条例」という。）第６条の規定により，実施機関に対し，「自

家用車を公務に使用する場合に勤務部署へ届出したいわゆる『自家用車公務使用

届』（対象範囲は，平成１５年６月４日以降，開示請求日まで）」の開示を請求（以

下「本件請求」という。）した。

　２　請求に対する決定

　実施機関は，本件請求に対し，「自家用車公務使用伺（平成１５年６月４日か

ら８月２５日までの使用分）」（以下「本件対象文書」という。）を特定の上，平

成１５年９月８日，条例第１０条第２号（個人情報。以下「第２号」という。）

に該当する情報が記載されていることを理由に，行政文書部分開示決定（以下「本

件処分」という。）を行い，異議申立人に通知した。

　３　異議申立て

　異議申立人は，平成１５年９月２２日，本件処分を不服として，行政不服審査

法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により，実施機関に対し異議申立

てを行った。

第３　異議申立人の主張要旨

１　異議申立ての趣旨

　本件処分のうち，自動車登録番号及び車名を不開示とした部分を取り消し，こ

れを開示するとの決定を求めるというものである。

２　異議申立ての理由

　異議申立人が，異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての理由は，お

おむね次のとおりである。

　広島県庁の職場実態を明らかにする必要があるために開示請求を求めたもの

であり，自家用車の車名及び登録番号を個人情報であるとして開示しないとする
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ことは，外来駐車場を職員が利用している実態を隠匿するために，広島県にとっ

て都合の悪い情報は，広島県の裁量権を乱用して開示しないとする一連の職権乱

用行為である。

　自家用車を公務に使用した場合の①車名及び②登録番号を速やかに開示する

よう不服を申し立てる。

　本件請求の目的は，広島県庁の外来者駐車場を含めての職員の自家用車の公務

使用届を確認することにある。したがって，自家用車の登録番号を確認すること

が必要なのであって，理由説明書に，「身体に障害を有するという個人情報」が

公になるという弁明があるが，これは全くの的外れである。仮に，職員が外来駐

車場を目的外利用していたとしたら，その不正利用の実態を隠匿するために，自

動車の登録番号を開示しないとする裁量権を乱用したことになる。

　また，自動車登録番号を開示すると，運輸支局における登録事項等証明書の交

付により，自動車の所有者の氏名や住所が判明するため，特定の個人が識別され

得るとの弁明をしているが，当該自動車登録番号は，そもそも自動車本体に取り

付けられていて，誰でも際限なく知り得る状態の情報であることから，これを積

極的に開示しないという法的根拠はないものと考えられる。広島県がどうしても

開示しないというのであれば，敷地内に駐車中の自動車を実地確認すれば入手が

可能という程度の情報である。

　さらに，理由説明書に記述されている「当該者が身体に障害を有するという個

人情報が公にされることになるため」という理由は，身体に障害があるから開示

できないとも受け取れる内容であり，納得できない。障害の有無にかかわらず，

個人に関する情報であれば，等しく開示できないものである。

　当該駐車場を広島県職員が不正に利用し，一般の正規利用者に長時間の駐車待

ちを強いるなど，本来あるべき行政サービスを私物化している事実が散見される

ことから，開示請求書のとおり，「自動車登録番号」を速やかに開示するよう強

く要求する。

　なお，理由説明書にあれこれ記述している氏名などの個人情報の開示は全く必

要ない。

第４　実施機関の説明要旨

実施機関が理由説明書で説明している自動車登録番号及び車名を不開示とし

た理由については，おおむね次のとおりである。

　自家用車公務使用制度について定めた「自家用車の公務使用に関する取扱要領」

により，自家用車の公務使用が承認されるのは，「身体に障害を有するため，公用

車を利用できない」場合に限られている。

　本件対象文書の開示により，申請者が特定されれば，自家用車公務使用制度の
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性質から，当該申請者が身体に障害を有するという個人情報が公にされることに

なるため，第２号の規定により，特定の個人が識別され，又は識別され得る情報

は不開示とした。

　自動車登録番号については，それが判明することにより，運輸支局において道

路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。以下「車両法」という。）第２２条第

１項の規定による登録事項等証明書の交付を受けることが可能となる。当該証明

書には，自動車所有者の氏名及び住所並びに使用者の氏名及び住所など，特定の

個人が識別される情報が記載されており，特定の個人が識別され得る。

　車名については，庁内の駐車場に駐車している台数は限られていること及び自

家用車公務使用承認を受けている職員は自家用車で通勤しており，許可を受けて

頻繁に庁内の駐車場を利用していることから，車名によって申請者の自家用車及

びその登録番号を特定することが可能であり，前述のとおり，登録番号から特定

の個人が識別され得る。

　なお，自家用車公務使用自体は，公務員の職務遂行に該当すると考えられるが，

申請者が身体に障害を有するという事実は，職務遂行とは関係のない個人情報で

あり，第２号ただし書に該当しない。

第５　審査会の判断

１　本件対象文書について

　 本件対象文書は，実施機関の職員が，自家用車を公務に使用する場合，その承

認を受けるために，所属長に提出する「自家用車公務使用伺」である。

　 本件対象文書には，申請者の職氏名及び運転免許取得年月日，使用する自家用

車の車名及び自動車登録番号，出張日，用務先，用務内容並びに自家用車公務使

用に当たっての条件などが記載されている。

　 このうち，実施機関が不開示としたのは，申請者の職氏名，印影（訂正印を含

む。）及び運転免許取得年月日，使用する自家用車の車名及び自動車登録番号で

ある。

　 なお，実施機関が説明するように，自家用車を公務に使用することに関しては，

「自家用車の公務使用に関する取扱要領」に必要な事項が定められており，身体

に障害を有するため公用車を利用できない場合に限り，自家用車を公務に使用す

ることが承認できるとされている。

２　自動車登録番号及び車名を不開示としたことの妥当性について

　 本件異議申立ては，実施機関が不開示とした部分のうち，使用する自家用車の

自動車登録番号及び車名の開示を求めるものであり，その他の部分に関しては，
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不開示としたことについて争いがない。このため，以下，自動車登録番号及び車

名を不開示としたことの妥当性のみについて検討する。

(１) 自動車登録番号について

ア　第２号本文該当性について

　実施機関は，自動車登録番号が判明することによって，運輸支局において，

車両法第２２条第１項の規定による登録事項等証明書の交付を受けることが

可能となり，当該証明書により，自動車の所有者及び使用者の氏名などが明

らかとなり，特定の個人が識別され得るため，第２号に該当すると主張して

いる。

　本件対象文書に記載された自家用車については，その自動車登録番号が開

示されれば，陸運支局において，登録事項等証明書の交付を受けることがで

き，この証明書の記載により，自家用車の使用者等が明らかになる。

　したがって，自動車登録番号は特定の個人が識別され，又は識別され得る

情報であり，第２号本文に該当すると認められる。

　また，本件対象文書に記載された自動車登録番号が開示されることによっ

て，単にどの職員が自家用車公務使用申請を行ったかが明らかになるのみな

らず，この申請が身体に障害を有する者に限り認められることから，当該職

員が身体に障害を有するという，公にされるべきでない個人情報が，結果的

に公にされることになる。

イ　第２号ただし書該当性について

　第２号では，同号本文に該当する個人情報であっても，同号ただし書イ，

ロ又はハに該当すれば，例外的に開示すべきこととされているので，自動車

登録番号がこれらに該当するかどうかを検討する。

(ア)　まず，第２号ただし書イでは，「法令等の規定により又は慣行として公

にされ，又は公にすることが予定されている情報」は開示することとさ

れているが，実施機関が自家用車公務使用の承諾を得た自動車の登録番

号を公にし，又は公にすることを予定しているという事実は認められな

い。

　異議申立人は，自動車登録番号は，「そもそも自動車本体に取り付けら

れていて，誰でも際限なく知り得る状態の情報」であるとか，「敷地内に

駐車中の自動車を実地確認すれば入手が可能という程度の情報」である

と主張しているが，庁舎敷地内の駐車場に駐車している自動車のうちど

れが自家用車公務使用の承認を受けたものであるかは判別できないので

あるから，本件対象文書に記載された自動車登録番号が公にされている

とは認められない。
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　したがって，自動車登録番号が第２号ただし書イに該当するとは認め

られない。

　また，アで述べたように，自家用車公務使用が認められるのは，身体

に障害を有するため，公用車を利用できない場合に限られるので，自動

車登録番号が開示され，特定の職員が自家用車公務使用を認められてい

ることが明らかになれば，当該職員が身体に障害を有するという，公に

されるべきでない個人情報が，結果的に公にされることになる。

 (イ)　次に，第２号ただし書ロでは，「人の生命，身体，健康，生活又は財

産を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報」は開

示することとされているが，本件対象文書に記載された自動車登録番号

が，このような情報に該当するとは考えられない。

　したがって，自動車登録番号が，第２号ただし書ロに該当するとは認

められない。

(ウ)　最後に，第２号ただし書ハでは，「当該個人が公務員等…‥である場合

において，当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該情

報のうち，当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」は開

示することとされている。

　自家用車公務使用は，職員の出張に際し，自家用車の使用を承認する

ものであるから，当該申請書は全体として公務員の職務遂行に関する情

報であるという側面がある。

　しかしながら，職員がどのような自家用車を所有しているかは個人の

財産に関する情報でもあることから，自動車登録番号そのものが第２号

ただし書ハに該当するとは認められない。

　また，アで述べたように，自動車登録番号が開示され，誰が自家用車

公務使用の承認を受けているかが明らかになることによって，職務遂行

の内容とは関係のない当該職員が身体に障害を有するという公にされる

べきでない個人情報が，結果的に公にされることになる。

(エ)　以上のことから，自動車登録番号は，第２号本文に該当し，かつ，第

２号ただし書各号のいずれにも該当しないと判断する。

 (２) 車名について

実施機関は，庁内の駐車場に駐車している台数は限られていること及び自家

用車公務使用承認を受けている職員は自家用車で通勤しており，許可を受けて

頻繁に庁内の駐車場を利用していることから，車名によって申請者の自家用車

及びその登録番号を特定することが可能であり，登録番号から特定の個人が識

別され得るため，第２号に該当すると主張している。
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　確かに，限られた駐車場の中で自家用車公務使用の承認を受けた自動車の車

名が開示されれば，当該自動車が特定できるものと考えられる。そうすると，

（１）アで述べたように，自動車登録番号から，特定の個人が識別されること

となる。

　したがって，車名は特定の個人が識別され得る情報であるため第２号本文に

該当し，かつ，（１）イで述べた同様の理由により，第２号ただし書各号のい

ずれにも該当しないと認められる。

３　結論

よって，当審査会は，「第１　審査会の結論」のとおり判断する。
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別　記

審　査　会　の　処　理　経　過

年　月　日 処　理　内　容

１５．１２．１１ ・諮問を受けた。

１５．１２．１２ ・実施機関に理由説明書の提出を要求した。

１６．　１．３０ ・実施機関から理由説明書を収受した。

１６．　２．１３
・異議申立人に理由説明書の写しを送付した。
・異議申立人に意見書の提出を要求した。

１６．　３．１５ ・異議申立人から意見書を収受した。

１６．　３．１６ ・実施機関に意見書の写しを送付した。

１８．　１．２７
(平成17年度第6回第１部会)

・諮問の審議を行った。

１８．　２．２７
(平成17年度第7回第１部会)

・諮問の審議を行った。

１８．　３．２２
(平成17年度第8回第１部会)

・諮問の審議を行った。
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